
意
味
す
る
も
の
を
考
え
、
蘇
州
普
済
堂
等
の
寅
際
の
繁
遷
を
お
う
こ
と
に
よ
っ

て
「
善
翠
」
の
径
役
化
が
い
か
な
る
結
果
を
も
た
ら
す
の
か
考
え
、
前
近
代
中

園
の
園
家
と
コ
幅
一
枇
」
あ
る
い
は
公
共
事
業
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

唐
代
京
兆
府
の
戸
口
動
態

|
|
敦
博
地
誌
残
巻
を
手
掛
り
と
し
て
|
|

愛

フじ

宕
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近
年
、
そ
の
具
種
的
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
敦
煙
所
出
の
天
資
初
年
書
篤

と
目
せ
ら
れ
る
「
地
誌
残
を
」
は
、
隣
右
・
関
内
・
河
東
・
准
南
・
嶺
南
五
道

の
二
二
八
府
州
、
六
一
四
勝
が
記
さ
れ
、
各
豚
ご
と
に
管
下
の
郷
数
が
翠
げ
ら

れ
て
い
る
。
百
戸
を
一
里
、
五
里
(
五
百
戸
)
を
一
郷
と
す
る
唐
代
郷
里
制
は
、

後
半
期
に
お
け
る
逃
亡
戸
の
激
増
な
ど
で
九
世
紀
に
な
る
と
大
幅
に
戸
数
を
縮

少
し
て
再
編
さ
れ
る
。
京
兆
府
に
関
し
て
は
、
『
長
安
志
』
、
『
太
卒
変
字
記
』

等
に
唐
代
の
畿
内
各
豚
郷
数
を
記
す
が
、
い
ず
れ
も
縮
少
再
編
後
の
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
射
し
て
、
こ
の
「
地
誌
残
巻
」
に
記
す
郷
数
は
、
そ
の
書
寓
時
期

が
天
資
初
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
唐
代
戸
口
統
計
上
の
ピ
l

p
時
の
も
の
と
見
4

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
京
兆
府
管
下
二
十
三
燃
の
郷
数
に
つ
い
て
、
こ
の
「
地

誌
残
巻
」
所
掲
郷
数
と

『
長
安
士
山
』

・
『
太
卒
安
字
記
』
所
載
の
そ
れ
と
を
比
較

し
て
み
る
と
、
全
盛
一
般
的
な
減
少
傾
向
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と
と
も

に
、
例
外
的
に
郷
歎
が
増
加
し
て
い
る
二
、
三
の
豚
が
存
在
す
る
。
そ
の
因
と

し
て
、
特
定
豚
へ
の
帝
陵
の
集
中
と
そ
の
護
持
の
た
め
の
す
ぐ
れ
て
政
治
的
配

慮
に
基
づ
く
郷
の
移
管
と
い
う
事
賞
、
ま
た
行
在
所
と
し
て
特
異
な
設
展
を
一
示

す
豚
城
都
市
の
存
在
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
京
兆
府
管
下
豚
の

特
殊
な
立
地
を
反
映
す
る
一
方
で
、
豚
城
な
い
し
州
城
が
都
市
と
し
て
繁
策
し

た
場
合
の
郊
匿
郷
村
域
へ
の
あ
る
種
の
波
及
数
果
と
で
も
言
う
べ
き
現
象
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
一
一
勝
だ
け
は
、
郷
数
の
異
常
に
高
い
減
少
率
を
示
す
こ
と
が
知
れ
る
。

こ
の
地
域
の
渠
水
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
と
、
多
数
の
磁
磁
に
よ
る

不
法
取
水
、
上
流
地
匿
の
不
法
な
渠
水
先
取
、
さ
ら
に
は
取
水
口
た
る
斗
門
を

濁
占
的
に
利
用
す
る
大
土
地
所
有
の
形
成
な
ど
、
農
田
水
利
上
の
大
き
な
不
利

盆
が
郷
数
減
、
す
な
わ
ち
戸
口
減
の
一
因
と
し
て
浮
び
上
っ
て
く
る
。
唐
代
後

半
期
に
お
け
る
京
兆
府
管
下
豚
の
郷
数
増
減
か
ら
、
こ
の
時
期
の
郷
村
社
舎
の

一
端
を
考
え
て
み
た
い
。
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秦
槍
権
力
の
構
成
と
限
界

寺

地

遵

宋
金
和
議
関
係
の
確
立
し
た
紹
興
十
二
年
か
ら
二
十
五
年
冬
(
秦
檎
の
死
)

ま
で
の
十
四
年
開
は
秦
檎
専
制
期
と
し
て
規
定
で
き
る
。
秦
檎
は
こ
の
閥
、
諸

政
治
勢
力
と
の
連
合
・
融
和
を
拒
否
し
、
濁
裁
権
力
の
道
を
ひ
た
す
ら
歩
ん

だ
。
秦
槍
専
制
権
力
と
は
最
終
的
に
は
次
の
四
本
の
支
柱
よ
り
構
成
さ
れ
て
い

た
。
①
在
京
官
僚
群
に
お
い
て
は
肇
諌
お
よ
び
侍
従
|
|
六
部
品
同
書
・
侍
郎

層
、
②
皇
帝
周
遅
層
|
|
皇
后
・
官
官
・
侍
盤
、
③
行
在
・
江
南
諸
都
市
の
特
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権
的
大
商
人
、
@
秦
氏
・
妻
王
氏
系
の
親
縁
者
層
。
こ
の
い
わ
ば
秦
檎
集
闘
は

段
階
を
迫
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
紹
興
十
四
年
に
翠
諌
(
監

察
官
)
、
侍
従
(
質
務
官
僚
の
最
高
位
者
)
を
掌
握
し
、
宰
執
制
を
有
名
前
黙
質

化
し
た
。
次
に
十
八
年
か
ら
二
十
二
年
に
か
け
て
皇
帝
周
迭
の
最
有
力
者
王
纏

先
、
皇
后
呉
氏
と
姻
戚
関
係
を
結
び
、
皇
帝
を
権
力
の
源
泉
と
し
て
出
愛
し
た

秦
檎
が
皇
帝
を
も
規
制
す
る
に
至
っ
た
。
ま
た
皇
帝
周
迭
の
掌
撞
に
よ
っ
て
特

権
的
大
商
人
と
の
結
び
つ
き
も
自
ず
と
生
じ
た
。
最
後
に
二
十
年
ご
ろ
か
ら
親

縁
者
を
雨
新
路

・
江
南
東
路
の
監
司
お
よ
び
稿
要
地
の
知
州

・
遜
剣
に
任
命
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
財
貨
の
殿
し
い
私
的
収
奪
を
行
っ
た
。
し
か
し
秦
檎
専
制
末

期
の
内
外
官
の
大
量
の
飲
員
現
象
、
と
り
わ
け
全
知
腕
・
豚
令
の
四
割
に
近
い

飲
官
朕
態
は
秦
檎
専
制
の
限
界
を
暴
露
し
て
い
た
。
密
告
制
と
恐
怖
政
治
、
額

外
牧
奪
l

|
羨
徐
の
強
制
を
忌
避
し
て
の
有
資
格
者
の
就
任
拒
否
は
秦
槍
権
力

の
孤
立
を
意
味
し
て
い
た
。
ま
た
上
意
下
達
、
下
情
上
達
関
係
の
切
断
は
全
郷

村
の
、
法
と
官
僚
制
を
通
し
て
の
南
宋
朝
へ
の
結
集
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ヌ
ル
ハ
チ
(
清
・
太
租
)
の
徒
民
政
策
に
つ
い
て

松

浦

茂

ヌ
ル
ハ
チ
が
遼
東
侵
入
以
前
に
質
施
し
た
諸
政
策
の
う
ち
で
、
徒
民
政
策
が

注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
東
北
部
統
一
の
過
程
で
ヌ
ル
ハ
チ
が
周
縁
地
域
の

住
民
を
大
量
に
マ
ン
ジ
ユ
(
後
金
)
圏
内
に
移
住
さ
せ
た
事
賞
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
彼
は
沓
海
西
女
直
の
ハ
ダ
、
ホ
イ
フ
ァ
、
ウ
ラ
、
ィ
ェ
へ
四
図
と
し
ば

し
ば
衝
突
し
た
が
、
こ
れ
ら
四
園
を
滅
亡
さ
せ
る
と
、
そ
の
遺
民
を
こ
と
ご
と

く
マ
ン
ジ
ュ
圏
内
に
徒
し
た
。
ま
た
、
ヌ
ル
ハ
チ
は
醤
野
人
女
直
の
ワ
ル
ヵ
、

ウ
ェ
ジ
、
フ
ル

ハ
、
グ
ワ
ル
チ
ャ
な
ど
の
あ
い
だ
に
も
勢
力
を
伸
ば
し
、
彼
ら

を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
領
域
内
に
移
住
さ
せ
て
い
る
。

こ
う
し
て

マ
ン
ジ
ュ
圏
内
に
役

さ
れ
た
人
び
と
は
「
新
人
」
、
「
新
グ
ワ

ル
チ
ヤ
」
な
ど
と
よ
ば
れ
て
従
来
の
人

び
と
(
「
醤
人
」
〉
と
は
区
別
さ
れ
、
移
住
後
し
ば
ら
く
の
期
閲
は
ア
ル
バ
ン

(
箔
役
そ
の
他
を
含
む
〉
を
羽
加
除
さ
れ
た
。

従
民
政
策
の
結
果
、
マ
ン
ジ
ュ
閣
の
人
口
は
都
城
の
近
傍
に
集
中
し
た
。
ヌ

ル
ハ
チ
と
族
長
な
ど
は
都
城
(
車
問
老
城
か
ら
サ
ル
フ
城
に
い
た
る
ま
で
の
四
都

城
)
内
に
築
住
し
、
こ
れ
に
射
し
て
一
般
の
人
民
は
都
城
周
迭
の
村
落
に
居
住

さ
せ
ら
れ
て
、
彼
ら
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
徒
民
政
策
は
ウ
ラ
や

イ
ェ
へ
も
行
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
統
治
方
法
は
女
直
に
共
通
の
も
の
で
あ

っ
た
ら
し
い
。

や
が
て
、
ヌ
ル
ハ
チ
は
八
旗
制
度
を
創
設
し
て
人
民
を
ニ

ル
に
組
織
す
る
。

ニ
ル
の
組
織
は
徒
民
政
策
を
寸
過
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
過
半
数

は
徒
民
政
策
で
移
住
し
た
人
び
と
が
主
鐙
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
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